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Ⅰ．創業企業のやるべきこと      所長 佐 藤 英 人 

最近、長野県には移住者が増えていますが、会社を設立して事業を始める方も多く、当事務所

にも創業に関するご相談がしばしばあります。これらの新設法人について、質問が多い事項や、

アドバイスしていることをまとめてみました。 
また、当事務所のグループ会社の「株式会社しなのビジネスセンター」でも、創業相談を受け

付けています。 

 １.合同会社か株式会社か  

公証人の定款に関する費用が不要など、設立費用が安くすむこともあり、合同会社を選択する

方が多くいます。合同会社は同族のみの小さな会社や、株式や賃貸不動産の保有のみを目的とし

た場合には適しますが、従業員を雇用して事業を拡大していく可能性がある場合には、やはり株

式会社のほうが適しています。 
合同会社は、会社の組織の設計が自由な反面、事業の拡大に伴い、都度決定しなければならな

いことが多くなります。 

 ２.資本金はいくらが適当か  

設立時の最低資本金制度は現在ありませんので、1万円でも 10万円でも設立は可能です。し
かし、会社法では配当可能利益は純資産金額 300 万円を下回る場合はできないことを考慮する
と、300万円の資本金は欲しいところです。さらに 1,000万円までは税務上最低額の地方税均等
割であることもあり、対外的信用を配慮すると 1,000万円までは将来増資したいところです。 

 

 ３.事業目的をたくさん列記する必要はあるか  

法人番号が統一される以前は、事業目的で類似会社を峻別していましたので、10も 20も列記
する会社があったのですが、法人番号が登記簿と法人税で統一され、さらにインボイス番号も始

まり、必要性は薄れました。 

（１） 法人税申告書など、ほとんどの書類では事業目的は 1 つのみ記載となっています。従っ
て、最初の目的は日本産業分類を検索して慎重に決定してください。 

（２）許認可の必要な事業（例えば酒類小売等）を行う予定の場合、定款の目的に入れておいて

ください。 

（３）不動産の所有・管理・賃貸等も将来のために入れておいたほうがいいでしょう。 

（４）それ以外は主たる事業の付帯事業という最後の目的で包括し、4～5 項目くらいにまとめ
たほうが、会社の事業目的がすっきりします。 
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 ４.取締役会設置会社にすべきか  

株主イコール社長である場合には、取締役会は不要です。取締役会非設置会社にすれば監査

役も不要です。役員の任期も最長の 10年にすれば役員重任登記も 10年間要らず楽になりま
す。まず初めは、株主＝社長 一人で。 
 取締役会非設置会社の場合、ほぼ全ての事項を株主総会で決定できますが、株主が多くなっ

てきた場合には、都度、開催すると決定に時間がかかり、非効率的になります。取締役会でほ

とんどのことが決定できるようにするために、3人以上の取締役と監査役 1人の取締役会設置
会社に移行すべきでしょう。株主＝取締役でない場合は、業務執行の経営責任を明確にする意

味でも、取締役会設置会社のほうが良いでしょう。 

 ５.最初の経営・節税対策…３つの政府系共済制度  

（１）倒産防止共済…掛金が全額損金となり、また取引先が倒産等した場合に借入ができ、40
ヶ月以上掛けていれば全額返金されます。 

（２）小規模企業共済…経営者も個人として加入できる退職金の積み立てです。全額個人所得

から控除されるので、掛金分を役員報酬に加算することで、老後資金を節税しながら手

当することができます。 
（３）中小企業退職金共済…現状ほとんどの小規模、中堅企業の従業員の退職金制度はこの制

度に移行しています。当事務所も採用しています。 

以上 3つとも厚生労働省の外郭機構が運営していますので、安心です。 

当事務所でも（１）と（２）は加入手続きを代行していますので、加入してない場合はぜひ

担当者にご相談ください。 

 ６.商工会議所の創業塾の受講  

各商工会議所・市町村が共同で企画している創業塾を受講することをお勧めします。基本的

に安価（因みに小諸商工会議所の場合は、5～6回の講座でトータル 5,000円）ですし、次のよ
うな特典もあります。 

（１）小規模事業者持続化補助金（創業型）…会議所の支援を受けながら、チラシやWEBサ
イト作成、店舗改装の費用についての補助金が活用できます。 

（２）市町村の創業補助金…小諸市の場合は、空き店舗等活用事業補助金として指定エリアを

対象に最大 100万円、空き店舗等活用創業支援事業補助金として市内全域対象に最大
30万円の補助金制度があります。 

（３）会社設立時の登録免許税の軽減が受けられます。 

（４）日本政策金融公庫の創業融資制度の推薦を受けられます。商工会議所が窓口のマル経融

資という無担保・無保証の融資制度もあります（会議所へ入会し 6ヶ月の経営指導を受
けた方が対象となります）。 
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 ７.補助金の活用  

 さまざまな補助金を活用して事業の拡大と、雇用の確保を図ることが必要です。 

（１）事業関連…ものづくり補助金・IT導入補助金・生産性向上補助金・事業再構築補助金・
小規模事業者持続化補助金（通常枠） 

（２）人事関連…キャリアアップ助成金・人材確保等支援助成金・人材開発支援助成金等々 
多数あります。 

 ８.メインバンクを持つこと  

最初は民間 1行と政府系に絞り、資金の融資を受け、順次拡大していくことがポイントと思
います。銀行担当者と仲良くなり、いわば無料のコンサルを受けたり情報収集をすることで

す。ただし、金融融資を受ければ当然に月次の試算表と決算書の提出を求められます。 

 ９.月次決算を翌月半ばまでに行うこと  

長期経営計画・短期経営計画も大事ですが、創業時は手探りの状態が続くと思います。毎月

決算と考え、前月を振り返り、当月の営業を修正していくことが重要です。 

 １０.資金繰りを常に考えること  

私は、自身でも 10部門の資金繰りを管理していますが、各社は普通預金通帳を 1本に絞
り、月末の取引に赤線を引いて、残高と月次の入出金を瞬時に確認しています。創業時はそれ

でもいいと思いますが、複雑になってきたら資金繰表を作成しましょう。 
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Ⅱ．令和 7年度補正予算における中小企業施策のポイント 

令和 7年度補正予算において、中堅企業・中小企業・小規模事業者関連予算として約 8,364 億

円が新規計上され、既存基金活用分を含めると約 1兆 1,300 億円規模の支援となります。全体方

針としては、単なる救済ではなく「成長投資」「賃上げ」「生産性向上」を重点的に支える予算と

なっています。補正予算における主な中小企業施策について、予算規模順に概要を紹介します。 

 

 １．中堅等大規模成長投資補助金 4,121 億円  

地域の雇用を支える中堅•中小企業が、足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくこと

を目指して行う大規模投資を促進することで、地方の持続的な賃上げを実現することを目的と

した補助金です。 

(1)中堅、中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

・ 省力化等による労働生産性向上のための大規模な設備投資・拠点新設を支援 
・ 新規公募分 2,000 億円のうち、約 1,000 億円を「売上高 100 億円を目指す企業」
向けに確保 

(2)地域企業経営人材確保支援事業給付金 

・ 大企業からの経営人材（転籍・兼業等）の受け入れに対する給付金 

 ２．中小企業生産性革命推進事業 3,400 億円  

物価高や米国関税による貿易環境の変化等の厳しい経営環境に直面する中小企業•小規模事業

者が、最低賃金引上げを含む、持続的な賃上げを実現していくために、稼ぐ力を抜本的に強化す

る下記の 5つの補助・支援等を行います。 

 

（１） 中小企業成長加速化補助金 

売上高 100 億円を目指す企業の大胆な投資を支援 

（２） 中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業（デジタル化・ＡＩ導入補助金） 

中小企業等の労働生産性の向上を目的として、 

① 業務効率化やＤＸの推進 
② サイバーセキュリティ対策 
③ インボイス制度への対応等 

上記 3件に向けたＩＴツールの導入を支援 

（３） 小規模事業者持続的発展支援事業(小規模事業者持続化補助金) 

小規模事業者等が自ら経営計画を作成し販路開拓等の取組を支援 

（４） 事業承継•Ｍ＆Ａ支援事業(事業承継•Ｍ＆Ａ補助金) 

承継時の設備投資や専門家活用費用等を支援 
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（５） 総合的なソフトパッケージ支援事業 

賃上げや米国関税の影響を受ける中小企業•小規模事業者に対する重点的な 

ハンズオン支援をはじめとした総合的なソフト支援を実施 

 ３．中小企業信用補完制度関連補助事業 152 億円  

経営改善や事業再生に取組む中小企業と、民間金融機関やモニタリング機能を有する者（会計

事務所等）との連携強化を行う中小企業等の借入に対して信用保証協会が保証を行い、当該保証

に係る保証料の補助を実施します。 

 ４．事業環境変化対応型支援事業 148 億円  

最低賃金引上げ、「省力化投資促進プラン」も踏まえた省力化促進、エネルギー価格•物価の高

騰、米国関税、インボイス対応等の事業環境変化の影響を受ける中小企業•小規模事業者への相

談や各種支援施策の活用を促すべく、中小企業団体等と連携した支援体制を強化します。 

 ５．認定支援機関による経営改善計画策定支援事業 101 億円  

専門家による経営改善計画の策定や伴走支援にかかる費用の一部を負担します。 

令和 7 年度補正予算における中小企業施策は、物価高や人手不足といった足元の経営課題へ

の対応に加え、ＤＸ・ＧＸや新事業展開を通じた、中長期的な成長力強化を同時に支援する内容

となっています。資金繰り支援や省力化投資、価格転嫁対策などにより短期的な経営の安定を図

りつつ、生産性向上と付加価値創出を促す政策設計が特徴と言えます。 

特に、賃上げと生産性向上を一体で進める施策が重視されており、設備投資や業務改革、人材

投資に取り組む企業ほど支援を受けやすい仕組みとなっています。これらの中小企業施策を上

手く活用し、将来の競争力強化につなげて下さい。 

（担当：英和コンサルティング） 
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Ⅲ．令和７年分 確定申告の変更点とポイント 

 １.主な変更点  

（１） 基礎控除の変更、特定親族特別控除の新設 
年末調整でもおこなわれましたが、確定申告でも同様におこなわれます。 

基礎控除 
58 万円に引き上げ 

また所得階層に応じて最大 95 万円まで控除 

特定親族特別控除 

その年の 12 月 31 日現在で、19 歳以上 23 歳未満の親族が対象 

合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下（給与所得のみの場合は

123 万円超 188 万円以下）の場合、最大 63 万円まで控除 

なお、昨年実施された「定額減税」は廃止となっています。 

（２）「特定親族特別控除」の創設に伴い、申告書の様式が下記の通り追加されました。 

 

 

 

 

 

 

詳細は事務所ニュース令和 7年 10 月号「Ⅱ．令和 7年分年末調整について ～改正点と実務

対応～」をご参照ください。 

 

 ２.確定申告の主なポイント～納税について  

（１）令和 7年分の申告期限と納付期限 

税目 申告期限 
納付期限 

(現金等による納税） 

納付期限    

（振替納税） 

所得税・復興特別税 令和 8年 3月 16 日 令和 8年 3月 16 日 令和 8年 4月 23 日 

消費税･地方消費税 令和 8年 3月 31 日 令和 8年 3月 31 日 令和 8年 4月 30 日 

※新規の口座振替や金融機関の変更の場合、提出期限は令和8年3月16日までとなっています。 

※振替納税の金融機関が「旧長野銀行」の場合、改めて提出する必要があります。 

（２）それ以外の納税方法 

納税方法は現金、振替納税以外にも次の方法があります。 

納付方法 納付期限 

インターネット 

バンキング等 

インターネットバンキング口座やＡＴＭから納

付する方法 
令和 8年 3月 16 日 
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クレジットカード 

納付 

専用サイト「国税クレジットカードお支払サイ

ト」を経由し、クレジットカードを使用して納付

する方法です。 

※  納付の際には、別途、納付税額に応じた決済

手数料がかかります 

※  納付可能な金額は、1,000 万円未満、かつ、

利用するクレジットカードの決済可能額以下と

なります。 

※納付期限 

納税者から出金され

る日は、カード会社

ごとの引落し日 

 

※手続きは 

令和 8年 3月 16 日 
 

スマホアプリ 

納付 

e-Tax で申告等データを送信した後などに、専

用サイト「国税スマートフォン決済専用サイ

ト」を経由し、「○○Pay」といったスマホ決済

アプリを使用して納付する方法です。 

※ 納付税額が30万円以下の方が納付するため

の手続です。 

令和 8年 3月 16 日  

コンビニエンス 

ストアで 

QR コードによる 

納付 

国税庁ホームページから、ご自身で納付情報の

QR コードを作成し、コンビニエンスストアにて

現金で納付する方法です。 

※ 「QR コード」は、株式会社デンソーウェー

ブの登録商標です。 

※ 納付税額が30万円以下の方が納付するため

の手続です。 

令和 8年 3月 16 日  

（国税庁「確定申告の手引き」から抜粋） 

手続きの方法などにつきましては担当者にご確認ください。 

（３） 延納制度の利用 
期日までに所得税の納税が難しい方は「延納」を利用することもできます（消費税はありま

せん）。申告書に申告期限までに納付できる金額（納付する税金の 2 分の 1 以上の金額）と残

額分を下記の「延納の届出」に記載することで、確定申告により納付する税額の 2分の 1以上

の金額を納付期限までに納付すれば、残りの額を令和 8 年 6 月 1 日まで延納することができ

ます。 

※ 延納期間中は、年「7.3％」と「特例基準割合（今年は 1.3％）」のいずれか低い割合で利

子税がかかります（1,000 円未満の場合は免除されます）。 

（担当：監査部 第１課） 
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Ⅳ．高齢者雇用を考える 

社会保険労務士業務においては就業規則の相談を受けることが多いのですが、従業員構成を

伺うと、「今年 65歳を迎える人が 3人」とか「40 代が 2名、50 代が 4名、あとは 60 代」など、

高齢化が進んでいる現状を目の当たりにします。 

 少子高齢化が急速に進む日本では、人材確保の観点から高齢者の雇用維持、あるいは新たな働

き手としての雇用も一般化しました。 

 高齢者雇用対策は、65 歳までの雇用確保義務と 70 歳までの就業確保努力義務を事業主に課

し、働く意欲のある高齢者が年齢に関わらず活躍できる社会を目指します。高齢者雇用のメリッ

ト・デメリットは下記の表のように言われています。 

高齢者雇用のメリット 

・経験豊富で即戦力となる  ・労働力不足の解消と貢献  ・職場の活性化と多様性の向上 

・助成金など国からの支援が受けられる 

・柔軟な勤務体制やバリアフリー設備の導入など働きやすい職場環境の実現 

高齢者雇用のデメリット 

・健康面と労働能力の維持が必要 

・デジタル技術への対応（ＩＴスキルを必要とする業務では習得に時間がかかる？） 

・職場文化への順応（若手社員とのコミュニケーション、働き方に対する期待値の違い） 

・賃金水準（現役時代より下げるとモチベーション維持が難しい） 

・役割の割り当て（現役時代より責任の範囲が狭くなるとモチベーション低下につながる） 

日本の人口が減少する一方、65 歳以上人口は増加し、2055 年には高齢化率 40％を超える推計

です。このような状況の中、高齢者の労働力は経済の活力維持に不可欠であり、「生涯現役社会」

の実現が目指されます。 

ここでは、高年齢者の雇用を推進・安定させるため、活用できる助成金や補助金、高年齢雇用

継続給付金制度等についてご案内いたします。 

 １.高年齢者雇用継続給付金制度  

高年齢者雇用継続給付金制度には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」

があります。 

（１）高年齢雇用継続基本給付金 

雇用保険（基本手当等）を受給していない人を対象とする給付金で、被保険者であった期間

が 5年以上である 60 歳以上 65 歳未満の一般被保険者で、原則として、60 歳以降の賃金が 60

歳時の賃金より 75％未満に低下した場合に支給されます。支給期間は 60 歳到達月から 65 歳到

達月までです。 
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（２）高年齢再就職給付金 

雇用保険（基本手当等）の受給中に再就職した人を対象とする給付金で、基本手当を受給し

た後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃

金日額を 30 倍した額の 75％未満となった人で、基本手当の支給日数を 100 日以上残して再就

職した場合に支給されます。 

 ２.助成金  

（１）65歳超雇用推進助成金 

本助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生

涯現役社会を実現するため、65 歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備

等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであ

り、次の 3コースで構成されています。 

① 65 歳超継続雇用促進コース 

65 歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする 66歳以上の継続雇

用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成 

② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成 

③ 高年齢者無期雇用転換コース 

50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に 

対して助成 

 

（２）特定求職者雇用開発助成金 

高年齢者や障碍者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働

者（雇用保険の一般被保険者）として雇い入れる事業主に対して助成されます。 

会社の年齢構成を見たときに、高齢者が活躍している会社であればあるほど、若手社員の

採用・育成を高齢者が元気なうちに行う必要があります。 

参考資料 日本法令ビジネスガイド 12月号 

（担当：総務部） 
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Ⅶ.私の履歴書３３ ～「事業再生の税務」第３版出版 ～ 

 １.倒産村とは？  

「倒産村」とは、主として企業再生や法的整理（倒産処理）を専門に手掛ける弁護士、公認会

計士、コンサルタントなどが集まる専門家コミュニティを指す言葉です。法的整理のプロフェッ

ショナルとして大手企業の破綻処理や再生を数多く手掛けるメンバーが、一種の村のように狭

い業界内で信頼関係（喧々諤々の議論）を持って活動している様子を表現した言葉です。(AI か

ら) 

その中心的な組織の一つが「事業再生実務者協会」です。2003 年に設立された会員 500 人の

一般社団法人で、代表理事の一人が小林信明弁護士です。私的再生で破産せずに連帯保証を解除

できる「連帯保証ガイドライン」の作成の立役者でもあります。また日本で唯一、事業再生 ADR

ができる認定団体となっています。 

また、破産については「全国倒産処理弁護士ネットワーク」があります。こちらは 2002 年に

設立され弁護士が 5,000 人加入しており、依然として再生より破産のほうが多い事象を反映し

ています。 

 

 ２.再生と破産の税務  

通常の継続企業や個人事業と異なり、再生と破産の会社個人には通常と異なる税法があり、民

事再生法や私的整理、あるいは子会社整理などについては、いくつもの裁判例を通じて、個別通

達(文書回答事例)が発出され、非常に複雑になっています（ほとんどの税理士が通常では目にし

ない条文等です）。このため、中村茂美税理士を中心に全国事業再生税理士ネットワークが平成

16 年 2 月に設立され、㈳大蔵財務協会の中に事務局がつくられ、私も参加いたしました。ただ、

不良債権処理が一段落してからは、あまり目立った活動はなくなりましたが…。 

この組織で再生の税務の共著を出すこととなり、「事業再生の税務 50 選」を平成 24 年 3月に

出版しました。私も、実務で取り扱った 100％増減資などを執筆しましたが、実務上は非常に役

立つ本になったと思います。 

その後、5 年後の平成 29 年 3 月に改訂版が出て、今年 1 月にまた改訂版がでました。今回は

100 を超える Q&A となっています。 

 

 ３.事業再生の法人税の特例  

大きく次の 3つの特例があるのですが、使うには非常にハードルが高く苦労するところです。 

 

（１） 資産の評価損の損金算入  
会社更生法・民事再生法では資産の含み損を実現損として損金化し、債権者からの

債務免除益に充当することが認められています。しかし私的再生においては極めて例

外的にしか認められず、私は民事再生以外では実施できずにいます。 
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（２）期限切れ欠損金の損金算入  

民事再生等の場合は継続企業でも債務免除益に対して、青色欠損金を超える部分に

つき会計上の欠損金を充当して課税が発生しないように手当されています。また、私

的再生等の場合には解散すれば清算事業年度で利用できるため、第二会社方式で会社

分割して金融債務だけ残った旧会社につき期限切れ欠損金を利用して清算結了する

ことができます。 

 

 （３）期限切れ欠損金の青色欠損金より優先利用  

民事再生において、せっかく債権放棄を受けて再生を始めたにもかかわらず、再生 1

年目から繰越の青色欠損金がないために、法人税課税が生じてしまうこととなるため、

実務家からの強い要請により、青色欠損金を残して繰り越せるようになりました。た

だしこの特例が適用できるのはほぼ民事再生法の場合に限られます。 

 

 ４.個人の再生の特例  

 次の 3つの特例を利用できます。 

（１） 強制換価等による資産の譲渡所得の非課税(所得税法 9条) 
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合で、競売等の強制換価手続

きの執行が避けられない場合で、譲渡対価が債務の弁済に充てられる場合に非課税と

なるものです。必ずしも競売でなければならないわけではなく、その状態であること

を立証できれば、任意売却でも適用可能です。 

 

（２） 保証債務の履行による譲渡所得の非課税(所得税法 64 条 2項) 
他人や同族企業の保証債務の履行のための不動産や有価証券を譲渡し代位弁済した

場合には課税されない制度です。ただし譲渡所得の脱税に利用することが多発したこ

ともあり、求償権を確定申告時までに放棄したり、それなりに条件をそろえる必要が

あります。 

（３） 個人債務の免除益の非課税(所得税法 44条の 2) 
破産法の免責許可の決定や民事再生法による再生計画認可決定があった場合で，資

力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合には債務免除益は非課税と

なる規定です。 

事業再生には社長の連帯保証解除が同時に行われるため、特に（２）の保証債務履行の特例

を利用することが多かったのですが、「連帯保証ガイドライン」ができてからは、豪華ではな

い自宅は譲渡せずに連帯保証解除ができるようになったり、最悪でも親族に譲渡して（２）を

利用して実質的に自宅を守ることができるようになっています。 
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【主要補助金一覧】 

省力化投資補助金【カタログ型】 

状 況  随時申請受付中 

参照先  https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/ 

省力化投資補助金【一般型】第５回公募 

状 況  申請受付中  申請締切 2026 年 2月 27 日 

参照先  https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/ 

新事業進出促進補助金 第３回 

状 況 申請開始 2026 年 2月 17 日 公募締切日 2026 年 3月 26 日 

参照先 https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/ 

成長加速化補助金 

状 況 申請開始 2026 年 2月 24 日 公募締切日 2026 年 3月 26 日 

参照先 https://growth-100-oku.smrj.go.jp/#link03 

事業承継・引継ぎ補助金 14 次募集 

状 況  申請開始 2026 年 2月 27 日 公募締切日 2026 年 4月 3 日 

参照先  https://shoukei-mahojokin.go.jp/ 

小規模事業者持続化補助金【一般型 通常枠】第 19 回公募 

状 況  申請開始 2026 年 3月 6日 公募締切日 2026 年 4月 30 日 

参照先  https://r6.jizokukahojokin.info 

ものづくり補助金 第 23 次募集 

状 況  申請開始 2026 年 4月 3日 公募締切日 2026 年 5月 8 日 

参照先  https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【八十二銀行と長野銀行の合併に伴う注意点】 

 八十二銀行と長野銀行の合併に伴い、長野銀行の口座において、店名・店番号・口座番

号が変更されます。そのため、振込先が長野銀行口座となっている取引先や従業員様へ支

払いを行う場合（仕入代金・家賃・給与等の振込）については、新しい振込先（銀行名・

店番号・口座番号）への変更が必要となります。 

つきましては、取引先や従業員様から新しい口座情報を確認のうえ、速やかに給与シス

テム等へ登録し、情報を更新していただく必要がございます。 

また、八十二銀行の口座を利用している場合でも、銀行名を「八十二銀行」から「八十

二長野銀行」への変更が必要となりますのでご注意下さい。（税金・公共料金・クレジッ

トカードなど各種料金の口座振替については手続きの必要はないとのことです。） 

https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/
https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
https://growth-100-oku.smrj.go.jp/#link03
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
https://r6.jizokukahojokin.info
https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html
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◆◇◆ 編集後記 ◆◇◆ 

事務所ニュース 2 月号をお読み頂きましてありがとうございます。今後も皆様のお

役に立てるような最新の情報を、お届けして参ります。 

今年の事務所ニュースの表紙は、エイワ税理士法人職員提供による「わが家のアイド

ル」をテーマにお送りします。 

2 月号の表紙は、自宅の外で飼われている柴犬（ちづる・14歳♀）です。夏場は涼

しい屋内に避難させても、ぼーっとしていて、名前を呼んでも反応が鈍く辛そうな日々

でしたが、冬になってから元気を取り戻しました。どんなに寒い日でも、晴れている日

は朝から日向ぼっこをしていて癒されると同時に寒さに負けない強さに元気をもらっ

ています。 

今年の冬は特に大雪による被害が多く、豪雪地帯では特に屋根の雪下ろしなどの除雪

作業中の事故が多発していると報道にありました。該当の地域の皆様はご自身やご家族

の安全第一でお過ごしください。雪による被害が一刻も早く解消されることを祈ってい

ます。 

 

事務所カレンダー 

３月 

3 日(火) 会議日 

7 日(土) 営業日 

14 日(土) 営業日 

16 日(月) 個人確定申告期限 

★協会けんぽ保険料率改定（予定） 

４月 

2 日(木) 会議・研修日 

25 日(土) 営業日 

23 日(木) 所得税振替日（個人振替納税者） 

30 日(木) 消費税振替日（個人振替納税者） 

※この予定は変更となる場合もございます 

 

 

 

 

 

※朝礼中、会議中、研修中は原則として電話をお取次ぎ出来ませんが、終了後直ちに 

ご連絡させて頂きますのでご了承ください。 なお、緊急の場合はお知らせください。 

 

 

◆毎日の朝礼 8：45 ～ 9：00 

◆会議・研修日 
・会議： 午前9:30 ～ 11:00頃まで 

・研修： 午後1:00 ～  3:30頃まで 


